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Ⅰ　はじめに

　北海道においては，肢体不自由特別支援学

校が札幌市立を含め，義務校及び重複障害を

対象とした高等部をもつ特別支援学校が10

校，単一障害を中心とした高等養護学校が１

校，知的障害に分類されてはいるが，肢体不

自由や知的障害を中心とした重複学科を持つ

高等養護学校が１校の計12校が開設されてい

る（北海道教育委員会2015a）。しかし，身近

な地域の学校への就学ニーズが高まって以

来，特別支援学級や普通学級，知的障害特別

支援学校へ多くの肢体不自由児が通学するよ

うになったが（早坂・徳永2007），一部には

遠距離の寄宿舎がある学校に就学・進学しな

ければならない状況が続いている（北海道教

育委員会2015b）。北海道でも肢体不自由の

ある子どもたちを取り囲む教育的環境が，大

きく変化していると考えられる。

　このような状況下であるが，北海道におけ

る肢体不自由特別支援学校の教育内容と方法

に関しては，膨大な蓄積があり，他の校種等

に提供可能な情報が多くあると思われる。そ

して，肢体不自由のある子どもたちの教育的

環境に変化が起きている時に，これらの学校

が蓄積してきた情報を整理することは，有意

義であると考えられる。なぜなら，他校種等

の教員に対して，肢体不自由のある子どもた

ちの指導に直接的に活用できる情報として提

供できるためである。

　そのために，まず北海道夕張高等養護学校

の「医療的ケア」について取り上げたい。こ

の学校は平成13年に24時間「医療的ケア」校

として位置付けられ，常時介護等を必要とす

る生徒のための高等養護学校として開校され

た（夕張高等養護学校2005）。しかし，夕張
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市財政破綻問題や24時間常時「医療的ケア」

を必要とする生徒の在籍が見込めないこと等

の理由により，2016年３月をもって24時間「医

療的ケア」校の役割を終了させ，この機能を

撤退させることになった（北海道教育委員会

2014）。この他にも，北海道における肢体不

自由特別支援学校で自立活動の中核的役割を

担う「自立活動教諭」，そして自立活動で最

も重要と考えられる「身体の動き」の指導法

である「動作法」を取り上げた。これらは，

この領域における教育内容と方法を検討する

際には，基本的であり尚且つ欠かせない観点

になると考えられるためである。

　本研究では，①北海道の肢体不自由教育に

おける養護・訓練から自立活動への変遷とそ

れに伴って配置された「自立活動教諭」につ

いての現状と課題・方策，②夕張高等養護学

校の「医療的ケア」の変遷と肢体不自由養護

学校の「医療的ケア」の現状，③肢体不自由

養護学校で実施されている指導方法の一つで

ある「動作法」による側彎の改善について検

討することを目的とした。

Ⅱ　肢体不自由教育における養護・訓
練から自立活動への変遷

１．学習指導要領の改訂と「養護・訓練」，「自

立活動」の内容の区分・項目の変化

　「養護・訓練」は，1971年に従来の学習指導

要領において新設され，小学部から順次実施

されてきた（姉崎2001）。1979年と1989年の二

度にわたり改訂され，特に1989年の改訂にお

いて，「養護・訓練」の内容が従来の４分野

12項目から５区分18項目に再編成された（姉

崎2001）。盲学校では「歩行訓練」や「点字指

導」，聾学校では「聴能訓練」や「発語指導」

肢体不自由養護学校では「機能訓練」，病弱養

護学校では「養護」といったような特別な指

導が養護・訓練の新設以前から行われており，

さらに，肢体不自由養護学校では，「体育（保

健体育）・機能訓練」，病弱養護学校では，「養

護・体育（保健体育）」といった特別な教科が

設置され，訓練等の特別な指導が行われてい

た（姉崎2001）。1999年の改訂で，「養護・訓練」

の名称が「自立活動」に改められ，2000年の

幼稚部から順次実施されてきた（姉崎2001）。

それまでは，その目標は「児童又は生徒の心

身の障害の状態を改善し，または克服するた

めに必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，

もって心身の調和的発達の基礎を培う（文部

省1989）」とされていたが，「自立活動」では

「個々の児童又は生徒が自立を目指し，障害に

基づく種々の困難を主体的に改善・克服する

ために必要な知識，技能，態度及び習慣を養

い，もって心身の調和的発達の基盤を養う（文

部省1999）」とされ，自立に向けた主体的な取

り組みの教育活動が強調された（徳永2014）。

　2015年12月現在では，2008年告示・2009年

改訂の「自立活動」が採用されており，その

内容は，「人間としての基本的な行動を遂行

するための要素」と「障害による学習上また

は生活上の困難を改善・克服するために必要

な要素」から構成されている。具体的には，「健

康の保持（４）」「心理的安定（３）」「人間関

係の形成（４）」「環境の把握（５）」「身体の

動き（５）」「コミュニケーション（５）」の

６区分26項目である。そして，それらの中か

ら個々の児童生徒の障害の状態や発達の程度

に応じて必要な項目を選定し，相互に関連づ

けて具体的な指導内容を選定するのであり，
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「自立活動」のすべての内容を指導するとい

うものではない（西川2014）。

　また，新たな区分として「人間関係の形成」

が設けられ，その項目として「他者とのかか

わりの基礎に関すること」「他者の意図や感

情の理解に関すること」「自己の理解と行動

の調整に関すること」「集団の参加の基礎に

関すること」が追加された（西川2014）。また，

「環境の把握」では，新たな項目として「感

覚や認知の特性への対応に関すること」が追

加され，「心理的な安定」の区分下に設けら

れていた「対人関係の形成の基本に関するこ

と」は削除された（西川2014）。

２　北海道の肢体不自由教育の自立活動（養

護・訓練）の変遷

（１）ポリオから脳性まひ児へ

　北海道の肢体不自由教育は，1958年，河邨

文一郎（札幌医大）らにより，札幌市のとな

りにあった琴似町に，北海道整枝学院が設置

され，同学院内に琴似町立琴似小学校・琴似

中学校分教室が開設された（川守田他1992）。

学院では，整形外科的専門的治療と義務教育，

自活に必要な職業的訓練，肢体不自由児への

適切な環境に留意したが，1957年に手稲町に

移転し，同時に併設の道立手稲養護学校が開

設された（川守田他1992）。1960年には，寄

宿舎が併設された真駒内養護学校が設置され

たが，当時の児童生徒はポリオ（小児まひ）

や股関節脱臼等の単一障害の児童生徒が主で

あった（真駒内養護学校1961・1962・1963）。

しかし、1960年中盤以降になり，ワクチン等

によりポリオの乳幼児が激減し，それまで就

学猶予や免除を受け，就学の機会が少なかっ

た知的障害を伴った脳性疾患児と肢体不自由

を併せ持った脳性まひ児（CP）等の重複障

害の生徒が就学するようになった（真駒内養

護学校2013・2014・2015）。1979年の養護学

校義務制施行により，通学できない重度・重

複障害児のための訪問教育も開始されるよう

になり，肢体不自由養護学校では重度・重複

化と多様化が進んだ（早坂・徳永2007）。

（２）動作訓練の導入

　このような現状の中，肢体不自由の障害に

対応するため，療育センター等の医療機関と

連携しながら，「養護・訓練という領域の学

習」の中で，「療育部」という分掌を立ち上げ，

教師が機能訓練的な指導を行った（真駒内養

護学校1992）。しかし，理学療法士や作業療

法士の行うボイタ法やボバース法などの医療

的行為を教師が行うわけにはいかなかったた

め，当時，文部省が推薦していた教育的，心

理的技法である成瀬吾策の「動作訓練（心理

リハビリテイション）」を導入した（村田・

大野1976）。教師が，養護・訓練や自立活動

の指導の中で，教育的・心理的技法として，

学校現場で研修が可能で，取り入れやすかっ

たのが動作訓練であった。1992年には，札幌

市で「心理リハビリテイション全国大会」を

開催するとともに，全道の肢体不自由養護学

校の関係者を集め，夏季や冬季に集中訓練の

研修を実施した（北海道心理リハビリテイシ

ョン研究協議会1992）。

（３）道立特別支援学校への「自立活動教諭」

　　の配置

　同時期に，保護者や親の会から肢体不自由

養護学校に専門的技術を持った理学療法士

（PT）や作業療法士（OT）を配置してほし

いとの要望があり，また道議会からの質問も

あり，全国の状況や今後の北海道の自立活動
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の将来を考慮し，1997年に，初めて「自立活

動教諭」の教員免許を取得したPTを教諭と

して採用した（真駒内養護学校1997）。札幌

市は，すでに技術職員（行政職）として数名

のPTやOTを養護・訓練担当の機能訓練士

として採用していたが，原則，教育活動には

教員免許がないため携わることができなかっ

た（豊成養護1996）（北翔養護学校1996）。そ

のため，道立学校ではPT・OTの採用に慎

重になっていたが，①文部省の養護・訓練（自

立活動）の免許を取得した人材であること，

②発達心理や教育心理等の造詣が深く，教育

的視点を持った人材であること，③教員採用

試験の自立活動教諭選考として，養護・訓練

担当教諭を定数枠の中で配置し，毎年１〜２

名の少人数の採用となること，④配置校につ

いては，各学校の要望や，児童生徒の実態を

よく考慮し，適切に配置すること，⑤教諭や

その他の学校職員と協力・協調し合える人材

で，医療等との連携ができる人材であること

を意見具申した（真駒内養護学校1996）。

　2015年12月現在で，道立特別支援学校13校

に16名の自立活動教諭（肢体不自由教育職）

が，札幌市立特別支援学校２校（肢体不自

由）に11名のPT・OT等の行政職の技術職

員がそれぞれ在籍している（北海道各特別支

援学校2015）。また、給食等による摂食時の

事故により、摂食指導の専門である言語療法

士（ST）の資格を持った，「自立活動教諭」

の採用が期待されている。

（４）北海道の「自立活動教諭」配置の課題

　2015年12月現在，1997年の「自立活動教諭」

配置から20年の節目を迎えようとしている

が，ここにきて当初懸念していたいくつかの

課題が，見られるようになってきた。下記に

全道の「自立活動教諭」の意見（北海道自立

活動研究協議会2015年）を参考にまとめた。

①北海道は，広域での人事配置になり，「自

立活動担当教諭」の定数枠内での配置であ

るため，肢体不自由養護学校を中心とした

１校あたり１〜２名程度の少人数の配置と

なる。また，少数教諭免許のため，異動年

数が来ても転勤が難しく，「自立活動教諭」

の人事が停滞し易い。

②都市部の学校で採用されると，子育てや家

庭の状況等の関係で，地方に移動し辛く，１

校当たりの勤務年数が長くなる傾向がある。

③知的障害の特別支援学校にも，地域の肢体

不自由の児童生徒が在籍するようになり，

配置することが望ましくなってきている

が，教諭の定数内配置のため，また，担任

ができないため，希望校が少なくなってき

ている。

④養護・訓練教諭の研修の機会や情報交換の

場が少なく，限られる。

⑤管理職や他の教諭の自立活動教諭に関して

の理解や認識が乏しい。

⑥他の教諭が目標や指導内容の選定を「自立

活動教諭」に任せきりになり，自立活動の

専門性向上のための研修が疎かになる傾向

がある。

⑦免許所持者が少人数のため，配置される学

校により多忙で，保護者等の対応や他の教

師との人間関係で精神的にも，肉体的にも

疲労がたまっている。

（５）肢体不自由教育の「自立活動」振興の

　　��方策

　上記の課題に対して，解決に向けた方策に

ついて，「北海道自立活動教諭採用選考」資

料（北海道教育委員会2015c）」を参考に整理
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した。

①肢体不自由の運動・動作の専門性向上のた

めの研修に関して，一般教諭を対象に集中

的に行う。また，実技指導を数日間連続で

行う（道立特別支援教育センターで自立活

動等の研修が毎年実施されているが、開催

要項から見ると実技指導が少ない）。

②自立活動教諭を対象に基礎免許や特別支援

の免許を認定講習等で取得できるようにす

る。自立活動等の指導だけでなく，他の教

科等の指導もできるように，免許制度を整

備する（一般教諭定数枠での配置のため、

担任もできるように整備する）。

③一般の教諭が北海道で，自立活動の免許が

取得できるように整備し，基礎免許や，特

別支援の免許のほかに，自立活動免許所持

者が多くなるようにする（現状は、年１回、

筑波大学での試験での免許取得になる）。

④大学教育で，基礎免許，特別支援教育免許

と同時に自立活動免許が取得できるような

課程を創設する。

３．考察

　「自立活動教諭」配置の課題に対して，そ

の解決は上記に述べた通りであるが，さらに

述べれば，今後も継続して「自立活動教諭」

を採用していくことは望ましいことであろ

う。あわせて一般教諭の「自立活動」の研修（特

に肢体不自由教育では，身体の動きについて）

を重点的に行い，専門性を身につけさせるこ

とも十分に検討する必要がある。具体的には，

一般教諭が「自立活動教諭」の免許状を取得

しやすくすることや大学教育で自立活動免許

も併せて取得できる方策を考える必要等が考

えられる。

Ⅲ　夕張高等養護学校の「医療的ケア」
の変遷と北海道の肢体不自由

養護学校の「医療的ケア」の現状

１．「医療的ケア」校（夕張高等養護）の開設

　1993年に「障害の程度が比較的重い生徒を

対象とする学科を設置した高等養護学校整

備」について検討がされ，1995年に道教委

は「重度及び重複障害生徒の養護学校高等部

整備検討会議」を設置した（北海道教育委員

会1995）。重度・重複障害生徒の原則高等部

全入の中で，「常に入院治療の必要はないが，

常時「医療的ケア」が必要な生徒が高等部入

試において不合格になったため，「医療的ケ

ア」が必要な生徒も入学できる高等部を作れ

ないか，また看護師を24時間体制で配置でき

る高等養護学校を作れないか」という問題が

提起され（北海道教育委員会1995），1997年

に「重度及び重複障害生徒の養護学校高等部

整備検討会議」の報告書が出された（北海道

教育委員会1997）。これによると「日常生活

において，「医療的ケア」や常時介護を必要

とすることなどにより，自宅からの通学や現

行の寄宿舎体制による養護学校設置の高等部

で学ぶことが困難な生徒については，医療機

関と密接な連携を図り，学校や寄宿舎におけ

る医療・介護体制を整えた教育施設・環境

に配慮した独立の高等養護学校を設置する必

要がある。」との内容であった。これを受け，

2001年，夕張市に「医療的ケア」と常時介護

を必要とする生徒の高等養護学校が設置・開

校された（北海道教育委員会2001）。

　しかし，当初から①ニーズが高い札幌市か

ら60㎞の距離と90分の時間がかかること，②

夕張市立総合病院との医療連携契約と看護師
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の24時間派遣の問題，③24時間「医療的ケア」

対象生徒の無在籍，開校時からの定員割れ，

間口減の常態化等，設置地域の課題，医療連

携の課題，在籍生徒数等の課題（夕張高等養

護学校2007）が山積していた。

　結果的には，全国的にも先駆けとなった教

育現場での医療ケアの実施と学校現場での医

療職（看護師）の配置は，その後の「医療的

ケア」の広がりに貢献し，その果たした役割

は大きいと考えられる。

２．「医療的ケア」の広がりと夕張高等養護

　の24時間「医療的ケア」の終了

　2004年に厚生労働省から「看護師が常駐す

ること」「教員が必要な研修を受けること」

等を条件に特別支援学校の教員による「咽頭

より手前のたんの吸引等」は，やむを得ない

との考えが示された（厚労省2004a）。そして，

厚生労働省が主催する「在宅及び養護学校に

おける日常的な医療の医学的・法律学的整理

に関する研究会」において検討・整理され，

その報告を受け、「盲・聾・養護学校におけ

るたんの吸引等の取扱いについて」を通知し

た（厚労省2004b）。これにより，本道におい

ても，必要な特別支援学校に看護師を配置し，

教員と看護師の連携による「医療的ケア」の

実施体制の整備をすすめたことから，当該の

学校以外の特別支援学校においても「医療的

ケア」の必要な生徒の受け入れが可能になっ

た（北海道教育委員会2004）。すなわち，こ

のことは，身近な特別支援学校で，看護師配

置を行い，「医療的ケア」を実施しできるよ

うになったことを指す。

　しかし，2007年に夕張市が財政破綻し夕張

市立総合病院が診療所化し，本校から完全に

撤退することになった（夕張高等養護学校

2007）。これに伴い24時間「医療的ケア」の

廃止や機能移転を検討し，道教委は独自に常

勤看護師２名と臨時看護師６名を配置し24時

間「医療的ケア」の体制を継続することを決

定したが，連携できる専門病院や医師が近隣

に確保できず，臨時看護師の配置は，４名程

度にとどまり，一週間継続して，深夜に看護

師を配置することは出来なかった（夕張高等

養護学校2007）。幸いにも24時間常時「医療

的ケア」の必要な生徒は，在籍していなかっ

たため，不十分ながらも対応できた（24時

間常時ではないが，「医療的ケア」の申請者

や随時実施してきた生徒は在籍し，2015年12

月現在14名ほど在籍した）。道教委としては，

今まで在籍した生徒98名（2015年12月現在）

のうち，深夜を含め常時24時間継続した「医

療的ケア」が必要な生徒の在籍はなかったと

している。

　これらのことについて，2010年以前数回，

2013年と2014年の道議会で，本校のあり方に

ついて論議され，校内的にも論議を続けた（夕

張高等養護学校2013）。その結果，道教委は

2013年10月から設置された「高等部のあり方

検討委員会」で，①必要な特別支援学校に看

護師が配置され，「医療的ケア」の実施体制が

整備されてきていること，②保護者が身近な

地域への特別支援学校へ就学を希望する傾向

にあること，③当該学校において，今後も24

時間常時「医療的ケア」を必要とする生徒が

在籍する見込みがないため，2016年度以降は

他の特別支援学校と同様に，必要に応じた看

護師の配置が適当である事などを検討した。

　最終的には，「平成28年度から，医療的ケ

アの対象者がいなければ，看護師の配置を停
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止し，今後は在籍生徒の必要性に応じて，学

校教育場面での必要範囲内での看護師配置を

行う（平成28年度以降寄宿舎生活での医療的

ケアは実施されない）。」，「看護師配置により，

減らされていた寄宿舎指導員の定数を10名か

ら12名に戻す」等と結論を出した（北海道教

育委員会2013）。

　また，2007年以降，夕張市立総合病院が撤

退した後，学校医として連携していた近隣の

病院が2015年に廃院したことにより，緊急時

の対応可能な総合病院は，岩見沢・栗山等の

遠距離病院しか確保できず，「医療的ケア」

の継続は完全に断たれることになった（夕張

高等養護学校2015）。

３．24時間の常時「医療的ケア」が必要な

　生徒が安心して在籍できる特別支援学校

　について

　夕張市での24時間の「医療的ケア」は開校

当初から，継続が危惧されていたが，時代の

推移とともに役目を終わり，地域に根差した

特別支援学校としての発展を今後模索してい

くことになる。夕張市近隣に居住している特

別支援教育を必要としている生徒のための学

校として，どのような障害の生徒でも希望す

れば入学できるような学科や学校体制をつく

り，地域に根差した特別支援学校として，新

たに出発をすることを期待する。「医療的ケ

ア」が必要な生徒については，身近な地域の

学校に看護師を配置して通学することになる

が，保護者の一部には，寄宿舎に入れたいと

の希望を持つケースが少なくない。特に高等

部教育においては，社会に出ることを想定し

て，いろいろな生活体験をさせたいとの希望

がある。このような保護者の希望を，医療的

連携が整い，看護師配置や定数確保が可能な

都市部の地域で検討する必要があると考え

る。すなわち，夕張高等養護が担っていた機

能を，より適切な地域の特別支援学校に新設

も含め検討する必要があると考える。

　また，24時間常時介護が必要な生徒につい

ては，医師が在中する入院施設等をもつ病院

等に入院・入所しながら併設の特別支援学校

で教育を受けることが考えられるが，現実と

して，３年間の長期にわたり，病院等に入院・

入所することは，現行の医療制度の中では難

しく，そのため，保護者は寄宿舎付きの特別

支援学校に期待している。

　近年，福祉施設でも看護師配置が進み，「医

療的ケア」の必要な成人障害者が入所してい

るが，ほとんどが18歳以上の成人が対象で，

就学年齢の児童生徒を対象にしていないため，

近隣の福祉施設に入所し，そこから通学して

くることは，不可能な状態である。また，入

所した場合は，訪問教育となる可能性が高い。

４　北海道の肢体不自由養護学校における

　「医療的ケア」の現状と課題

　北海道特別支援学校における「医療的ケア

実施要項（北海道教育委員会2004）」によると，

「医療的ケア」とは，「児童生徒等が生命の維

持，健康状態の維持・改善のために必要とす

る喀痰吸引，経管栄養等，医師の指導の下で

保護者が日常的に家庭で行っている行為で，

学校生活を送る上で必要なもの」をいう。特

別支援学校において，実施できる「医療的ケ

ア」の具体的な内容は，次の通りである（北

海道教育委員会2014）。

（１）教員が実施できる行為

　①咽頭の手前の口腔内・鼻腔内の喀痰吸
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引，②期間カニューレ内部の喀痰吸引，③せ

きやおう吐，ぜん鳴等の問題のない児童生徒

に対する留置されている管からの注入による

胃聾又は腸ろう，経鼻経管による経管栄養（胃

ろう，腸ろうの状態に問題がないこと及び経

管栄養のチューブが正確に胃の中に注入され

ていることの確認は看護師が行うこと）。

（２）看護師が実施できる行為

　看護師が実施できる行為は，（１）に規定

されている行為のほか，医師の指示により認

められている範囲の行為である。また，「医

療的ケア」は，看護師が配置されている特別

支援学校において，実施する。

（３）その他

　「医療的ケア」の対象者は，実施校に在籍し，

主治医の意見に基づき，「医療的ケア」の実

施について保護者から申請があった児童生徒

のうち，実施校に設置されている「医療的ケ

ア」に関する校内委員会における協議を経て，

「医療的ケア」の実施について校長が認めた

者としている。

（４）北海道における「医療的ケア」を必要

　　��とする幼児児童生徒数の現状

　表をみると，道立肢体不自由養護学校にお

いては，７割を超える重度重複障害者が在籍

しているが，全在籍数のうち25.2％が「医療

的ケア」を受けている最重度の生徒となって

いる。また，札幌市立校の肢体不自由養護学

校では70％を超える児童生徒が，「医療的ケ

ア」を受けている実態もある。道立肢体不自

由校で訪問教育も含め最も「医療的ケア」の

児童生徒数が多い学校は約45％になり，知的

障害の本校で最も高いところは約30%，施設

併設の分校では約54％の高率になっている。

　道内の全特別支援学校在籍者数5475名のう

ち，364名が「医療的ケア」を受けており，

6.6％になっている。

（５）道立特別支援学校における「医療的ケア」

　　の現状と課題

　下記①〜⑥に関しては，「医療的ケア実施

校長会議」資料（北海道教育委員会2015e）

をもとに整理した。

①対象児童生徒数の違いによる対応

　対象児童生徒数が10名以上いる学校は，

教員による対応が不可欠になっており，４

〜９名の学校では看護師を基本に教員も対

応している。３名以下の学校では看護師に

よる対応が主になっている。

②「医療的ケア」の内容の変化

　経管栄養の対象者が増加しており，給食

の時間帯に医療ケアが集中している。一人

で複数のケアを必要とする状況になってお

り，看護師が行う行為（高度な技術，業務

量）の増加がみられる。

③校外における「医療的ケア」の実施

　宿泊を伴う行事等において，常勤看護師

は対応が可能であるが，非常勤看護師の場

合は勤務体制の関係で困難になり，保護者

表　「医療的ケア」を必要とする
幼児児童生徒の集計

� （北海道教育委員会2015d）

障害名 総数
（人）

医ケア数
（人） ％

視覚障害 140 2 1.4
聴覚障害 257 4 1.6
知的障害 4070 132 3.2

肢体不自由 664 167 25.2
病弱 72 10 13.9

札幌市立校 272 49 18.0
総計 5475 364 6.6

＊ 常勤看護師数12名 非常勤看護師数33名
　 全65校（施設併設校３校，病院併設校３含）
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の付き添いが必要になっている。

④「医療的ケア」の専門性

　特別支援学校の「医療的ケア」は，看護

師を中心としながら，教員が連携協力する

ことで行われてきたが，特別支援学校の「医

療的ケア」は，そもそも，医師や看護師で

なければ対応できない行為が多い。教員が，

研修をして，たんの吸引や経管栄養を実施

するに当たっても看護師がいつでも対応で

きる環境を必要としてきた。最近の傾向と

して，「医療的ケア」の内容がより，熟練

度が増し複雑化している状況にある。

⑤特定行為をする場所と時間

　特別支援学校で教員が特定行為を行うの

は，児童生徒の教育活動を行うためである

ことを踏まえ，始業から終業までの教育課

程内における実施を基本とすること。また，

遠足や社会見学などの校外学習における実

施に当たっては，お校内における実施と比べ

リスクが大きいことから，看護師等の対応

を基本としてきた。個々の状況に応じ，医

療機関等と十分に連携しながら，看護師以

外の対応が可能と判断される場合は，医療

との連携協力体制や緊急時の対応を十分確

認の上，教員が対応する場合も考えられる。

特定行為以外の医療行為については，個々

の安全性を考慮しながら，教育委員会の指

導の下，対応可能性を検討し，主治医，指導

医，学校医，看護婦等を含む学校関係者に

おいて，慎重に判断することが必要である。

⑥スクールバス乗車に係る手続き

　スクールバスの送迎において，乗車中に

喀痰吸引が必要になる場合は，日常と異な

り，危険性が高いことから，看護師による

対応が必要であるとともに，看護師が対応

しても慎重に対応する必要がある。

⑦安全・確実な実施のための工夫，問題，課

　題について

・看護師の確保と研修が必要である。

・体制整備の指示書，申請書，計画省，報

告書と事務量が増加し負担になっている。

・高度な「医療的ケア」の対応や内容の多

様化についての対応が必要になり，その

判断や実施の方法，看護師の不安等が増

加しておりその軽減を図る必要がある。

・「医療的ケア」との関係で自立活動等の

授業の改善が必要である。

・合理的配慮の観点から防災に関しての検

討する必要がある。

・認定特定行為従事者の研修とヒヤリハット

事例からの研修へとつなげる必要がある。

・緊急時の体制について，関係機関との連

携を一層構築する必要がある。

５．考察

　上記の課題①から⑦までを総括すると，身

近な地域の学校に通い，「医療的ケア」を受

けることができる看護師配置は必要である

が，夕張高等養護学校が持っていた機能の移

転を札幌市近隣の学校で早期に検討する必要

があろう。特に，看護師の配置や連携する病

院に困らない地域に設置することが,最優先

事項になると考えられる。

Ⅳ　肢体不自由教育における「自立活
動」における指導方法について

１．肢体不自由教育における自立活動

　肢体不自由教育は，重度重複教育の指導で

あり，単一障害の指導を含む多様化の指導で
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もあり，「医療的ケア」の指導や訪問教育の

指導でもある。この肢体不自由教育において，

「自立活動」の指導は，教育活動全般にわた

り重要な位置を占めている。個々の児童生徒

の実態から個別の指導計画を立案し，６区分

26項目を参考に総合的に長期目標や短期目標

を立案し，目標を達成するための指導計画を

立てる。次に，具体的な指導内容や指導方法

をスモールステップで選定・授業実践し，形

成的評価や分析を行いながら総括的評価も同

時に行い，改善・修正をしながら次の指導の

ための計画を立案する。このように，授業改

善のためのPDCAサイクルを意識しながら

学習を進める必要がある。肢体不自由教育で

は，自立活動の６区分26項目の中で，特に重

要なのが，「身体の動き・運動動作」と「環

境の把握・認知に関する」内容であると考え

ている。そのほかの，健康の保持や心理的安

定，人間関係の形成，コミュニケーション等

の区分や項目は，この２つの内容区分に盛り

込むことにより，焦点化した自立活動の時間

の指導が可能となると考えている。

　それは，「養護・訓練」時代から，肢体不自

由教育では，運動機能の向上の側面を特に重

要視し，同時にその中で，認知面や感覚機能

の向上の指導を行ってきた経過があるが（古

屋2009），学習指導要領改訂の中で，他障害の

指導や自立活動の理解・指導がしやすくなる

ために，時代に応じて，現在の区分まで広げ

られてきたと考えるが，そのことが，肢体不

自由教育では，専門性をわかりにくくしてい

るのではないだろうか。

　特に，初めて肢体不自由教育に取り組む若

年層や他障害から肢体不自由教育に異動して

きた教師にとり，まず取り組まなければなら

ないことは，「身体の動き・運動・動作面」の

指導であると考える。この指導の中で，児童

生徒と，「認知機能や感覚機能の向上」を培い，

合わせて健康の保持や心理的な安定・適応を

図り，コミュニケーションや人間関係の形成

を意識しながら学習することが，自立活動の

「時間の指導」では重要ではないかと考える。

　特に年齢や学年が低いうちは，自立活動の

時間の指導は，「身体の動き，運動・動作」

に集中特化した指導を行い，他の授業場面で

他の区分の内容について，配慮した指導を行

うことが効果的だと考えている。あくまでも，

個々の児童生徒の実態により，これらの計画

は異なるが，肢体不自由のある児童生徒に関

しては，効果的な方法で教師の専門性も身に

付くと考えている。

２　「動作法（動作訓練）」について

　肢体不自由養護学校や特別支援学校におい

て，日常的な児童生徒の指導法や自立活動

で，よく活用されている理論・方法のひとつ

に「動作法」がある。「動作法」は，脳性ま

ひ児の動作不自由の改善を目的として心理

学・教育学的手法から開発されてきた動作訓

練を含め，他の障害の応用・展開され「動作

法」として，文科省や国立特殊教育総合研究

所等からも紹介されてきた（村田1977）。こ

れは，障害のある児童生徒に，動作を手がか

りとしアプローチしていく理論と方法で，学

問体系としては，「心理リハビリテイション」

としてまとめられている（成瀬1973）。その

技法は，具体的な動作の課題（座位，膝立ち，

立位等）を与え，それを適切に遂行するよう

支援しながら，児童生徒に努力をさせ，その

動作の制御により，行動特徴が変化し，姿勢
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や動作が変化することをねらった技法である

（成瀬1979）。児童生徒が自ら主体的に身体や

動きを制御コントロールし，その自己制御を

促す支援法である（成瀬1979）。他にも，ムー

ブメント教育（小林他2014）や感覚統合療法

（Ayres1982）などが知られているが，「動作法」

は， 多くの教育現場の教員に取り入れられ，

活用しやすい技法の一つとされる。PTやOT

資格を持った「自立活動教諭」は，医療的な

訓練技法を基礎から学んできており，発達の

側面にそった運動・動作の技法を総合的に身

に着けているため，「自立活動」の指導的，中

核的存在として活躍が期待されている。

　肢体不自由教育では，「身体の動き」につ

いての取り組みが重要となるが，これはどの

ように座位や立位等の姿勢を保持し，どのよ

うに姿勢を変換して，その運動・動作をコン

トロールするかが，大きな課題となる。この

中では，「環境の把握」や，教員とのコミュ

ニケーションを含む「やりとり」の要素も重

視し，指導が展開される。徳永（2002）によ

ると，動作法の重要な点は，「①動作の不自

由な子供を相手にしていること」，「②主体と

しての子どもを重視し，その子に働きかける

こと」，「③不自由は子どもの学習により改善

されること」，「④学習の前提として子どもと

援助者とのやりとりがある」の４点を挙げて

いる。①は，肢体不自由という障害を相手に

しているのではなく，動作が不自由な「子ど

も」を相手にする理論と方法である。②は，

子どもの心理的主体への働きかけが中心とな

り，見る，聞く，分かるなど外界を受け取る

側面だけでなく外界に働きかける主体性や積

極性，動作に示される子どもの能動性を大切

にしている。③は動作を含む行動の自己コン

トロール力の向上を目標とする。子供が取り

組む課題を教師が選定し，教師の支援により

子供が自己解決することで能力が向上する。

④は子どもが学習を進める前提として，子供

と援助者との間に，まず体を媒体としたコミ

ュニケーションを成立させ，そのやりとりの

結果として学習が成立することをめざす。

３．動作法の実際

（１）座位姿勢における側彎の改善技法

　以下に，第二筆者による実践経験と阿部

（1993）を参考に整理した。

①ねらい

　側彎そのものにアプローチ（改善・矯正）

するのではなく，その原因となる姿勢をもつ

主体（子ども）に働きかけ，自分の身体や姿勢

に気づき，自分の力で体幹を動かし，曲がった

体軸を立て直そうとする努力の学習を援助者

とのやりとりの中で実施し，結果として，側彎

や前彎の改善につながることをねらいとした。

ア　頭が下がったり，顎が前方に突き出した

り後方に仰向け反ったり，肩が前に出たり

図１．あぐら座姿勢での側彎の改善技法



北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要　第７号168

しないようにする。

イ　右肩から左腰（尻）の接点部に向かって，

軽く援助しながら力を与え，左腰（尻）に

重心がかかることを意識させる。→身体を

起こそうとする主体的動きを大切にする。

ウ　左湾曲部から腰の中心下部（中央尻）向

かい斜め下方に力が入るように援助する。

援助の支点部は，最も脊柱が屈がっている

部位からはじめ，しだいに上にせり上げて

いく。（場合により，せり下げる）

エ　右腰が前に流れやすいので右股関節や膝

を援助して前に出ないよう補助する。

オ　左の支点（尻）が，腰の動きに合わせ

て，右方向に移動していくことを感じ取ら

せる。→下方にタテの力が入っていること

を感じ取らせ，自ら上体を支え保持する力

が出てくように援助する。

②指導内容

ア　リラクゼーション

　頸ゆるめ，肩ゆるめ

　胸・背・躯幹ゆるめ（反らし，屈げ）

　腰・股（開き，反らし，伸ばし）

イ　あぐら座位（両腿床つけ，両腿押さえ）

,（上体屈げ，上体反らせ）,（腰屈げ，腰反

らせ）,（頸ゆるめ，顎しめ）

　上体保持（上体たて）,（前・後・左・右・

倒し，停め）,（バランスとり）

ウ　膝立ち姿勢，膝立ち腰入れ・上体のせ

エ　手指（にぎり，のばし，ゆるめ）

オ　手首，肘・肩（のばし，まげ，ゆるめ）

カ　腕上げ

③指導回数

　「自立活動」の指導は，　１対１での個別指

導時間が20分であり，週当たり３〜４回実施

した。３週（約10回）で１セッションとした。

合計で，７セッション実施（約70回）した。

④指導経過

ア　１セッション：背骨は胃の裏側の部分が

最も突き出ており，仰向け姿勢では床にあ

たっている。躯幹部，特に左側のとリラク

ゼーションと右側の入力動作の練習を行

う。細かい立ち直りの動きが出る。

イ　３セッション：あぐら座りの上体たて，

および保持が短時間，両腕を支持して初め

てできる。両腿押さえ，床付けが自ら調整

できるようになってきた。崩れた状態から

の頸をあげての立ち直り動作がみられた。

脊柱の前彎と頸の一本化には課題がある。

短期目標の上体のリラクゼーションと腰を

支えてのあぐら座位で上体が立つことにつ

いては，達成できた。

ウ　５セッション：座位姿勢で，左腰に重心

をかけて座っているが，右躯幹部から右側

方又は右前方に折れながら倒れていく。上

体をまっすぐにしタテに一本化しながら力

を入れて姿勢を保持することは側彎や前彎

を改善することにつながると考え，あぐら

座位姿勢で，左背中（側彎の最大凸部）を

右ななめ下方に力が入るように援助する。

肩が前方に出ないようにタテに真っすぐに

力が入るように留意する。これが可能にな

ると，脊柱はほぼ真っすぐになっているの

で，少しずつ補助を外しできるだけ自分の

力で，姿勢が保てるように支援する。

エ　６セッション：学習が進むにつれ，頸か

ら背中の問題が大きくクローズアップし，

顎を突き出し，前方に力を入れることが多

いので顎と頸を締めて一本化しながら，縦

に力が入りコントロールできるように留意

した。左脊柱部の硬く大きな塊のような緊
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張は，かなり緩み，平らになってきた。右

躯幹部の力の入らない薄く平らな部分は少

しずつ筋肉が増し，力が入るようになって

きた。肋骨や躯幹部の右前方へのねじれも

均等に力を入れることができるようになっ

てきたため，対象的になってきた。

オ　７セッション：膝立ち姿勢を取り入れ，

あぐら座位姿勢保持と上体のバランスとり

や立ち直り動作の練習もおこなってきた。

援助して頸から胸・背中のタテの力の入力

が初めてできるようになり，人によりかか

った姿勢の時とは表情が違い，厳しい真剣

な表情ではあるが，援助者とかかわりなが

ら自分自身の姿勢のコントロールに立ち向

かっているように感じられる。

⑤結果と考察

ア　動きのやり取りの中で，共有した体験を

瞬間的に推察，感じ取れたのは，第３セッ

ションに入ってからだった。援助者の支援

する手や身体を通して，動きの課題という

共通の目的を持った関係の中で，子どもの

動きからその思いや感情が伝わってきた。

それは言葉ではなく，感情的心理的共感で

動きという伝達手段で表出・応答されてき

たものであった。

イ　７セッション目の最後に，援助している

が，あぐら座位でタテに力が入るようにな

った。上体が一本化し頸から腰まで直の姿

勢を初めてとることができた。補助を外す

としだいに崩れるが，「はなすよ・はなす

よ」と言って補助を外すと姿勢をコントロ

ールする動きがみられる。直の姿勢では表

情は真剣そのもので，はりつめた感じが伝

わってくる。ほとんど声を出さない本児が

「アー」と声を出すのもこの時である。そ

の声とともに，上体にタテの力を入れてく

る。援助しないと横の力になることも多い

ので，必要なやり取りを行うことになる。

ウ　援助者と子ども身体や動きのやり取りの

中でそれを共有しその体験を重ねることに

より，共通の理解し合える基盤が構築され

る。動きでたずねると，動きで応え返して

くれる。

　その動きにより，感情や意味合いを体験的

に推察することになる。動きを通して子ど

もと通じ合える人間関係の構築とそのやり

とりを通して，さらに活性化していくこと

が推察された。

４．考察

　肢体不自由教育の自立活動において，最も

大切な専門性の一つに，「身体の動き」につ

いての指導がある。この指導法を身に着ける

ため，研修しやすく，取り入れやすいとされ

る一つが「動作法」であると思われる。「自

立活動教諭」が中核となり，協力して多様な

指導方法を研修するのは必要であるが，核と

なる指導法を持つことにより，さらに幅が広

がると考える。

　また，肢体不自由教育においては，重度・

重複児において側彎等が多くみられるため，

その改善方法について研修することは，さら

に専門性を高め，子どもとの動きのやりとり

を通して，コミュニケーションと信頼関係を

培うことができ，教員の力量を向上させるよ

い機会になるであろう。

　このような知見が，他校種の教員が肢体不

自由のある子どもの指導を適切に実践し，効

果的な成果を生み出していく契機になると考

えている。
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